
 

 

船舶事故等調査報告書 

平成２６年１２月１８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１４横第１０８号 

事故等種類 乗揚 

発生日時 平成２６年７月２６日（土） ０７時３０分ごろ 

発生場所 神奈川県三浦市安房
あ わ

埼北西方沖 

 三浦市所在の三崎港東口南防波堤灯台から真方位１８４°２７０ｍ

付近 

 （概位 北緯３５°０７.９′ 東経１３９°３７.７′） 

事故等調査の経過  平成２６年８月７日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事

務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーモーターボート free
フ リ ー

 vision
ビ ジ ョ ン

 Ⅱ
ツー

、１４トン 

 ２３５－４３９３５神奈川、龍華国際特許業務法人 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 船底及び左舷外板に亀裂等、推進器翼に曲損 

 事故等の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者６人を乗せ、安房埼北西方

沖を航行していた。 

 船長は、フライングブリッジに立って手動操舵で操船に当たってい

たところ、急に霧で視界が不良となったので、ＧＰＳプロッターを見

て航行しようとしたが、操作を誤り、画面に映像が映し出されない状

態となったので、復旧させようとして操作を行っていたところ、左舷

船首部が水上岩に接触したことを知った。 

 本船は、船長が左舵を取ったところ、平成２６年７月２６日０７時

３０分ごろ安房埼北西方沖の暗岩に乗り揚げた。 

 船長は、海上保安庁及び横浜市所在のマリーナに救助を要請し、来

援したマリーナ所属船の支援により離礁して三浦市所在のマリーナに

えい
．．

航された。 

 気象・海象 気象：天気 霧、風 なし、視界 不良 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の中央期 

 ７月２６日００時１５分、三浦市に発表された濃霧注意報が、本事

故時も継続していた。 

 その他の事項  船長は、本事故発生場所付近を約２０回航行した経験があり、暗岩

の存在を知っていたが、突然の霧で視界が悪くなり、ＧＰＳプロッタ

ーの操作を誤ったことで、船位を確認する手段がなくなった。 

 本船の喫水は、船首約０.７ｍ、船尾約１.５ｍであった。 



 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

 本船は、安房埼北西方沖を航行中、霧による視界不良となった際、

船長が、ＧＰＳプロッターを見て航行しようとしたが、操作を誤り、

船位の確認ができない状態で航行を続けたことから、暗岩に接近して

いることに気付かず、暗岩に乗り揚げたものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、安房埼北西方沖を航行中、霧による視界不良と

なった際、船長が、ＧＰＳプロッターを見て航行しようとしたが、操

作を誤り、船位の確認ができない状態で航行を続けたため、暗岩に接

近していることに気付かず、暗岩に乗り揚げたことにより発生したも

のと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・暗岩が存在する海域の近くを航行する際は、船位の確認を行うこ

と。 

 ・出港する前に、注意報等の気象情報を入手し、天候の悪化が予想

される場合は、出港を中止することが望ましい。 

 ・搭載している機器等の操作に習熟しておくこと。 

 


